
































る政策等を県民に知 らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集 ,

把握するための前提 として意義を有するもの とい うことができるか ら, こ

うした広報のために支出 した費用は,上記政務活動費の趣 旨に適合す るも

のである。もつとも,本件手引は,広報紙に関 して,「政党活動,後援会活

動等他の活動の掲載がある場合は,掲載記事の割合等により按分する。」と

規定 しているところ (乙 1・ 8頁),議員の政党活動や後援会活動に関する

記事,議員のプロフィール,議員 自身の拡大写真やその活動状況を写 した

写真等 (こ れ らは,議員 自身を宣伝するものであ り, 自己の選挙活動の一

環 とみるべきである。)については,こ れが直ちに,地方議会の活性化を図

り議員の調査研究活動の基盤 を充実 させてその審議能力を強化するとい う

政務活動費の趣 旨に適合するものとい うことはできない。

ウ 本件についてみるに,後掲各証拠及び弁論の全趣 旨によれば,相手方尾

崎,相手方和田,相手方森川,相手方山村,相手方荻田,相手方宮本,相手

方小林,相手方今井及び相手方太田については,次のとお り,各支出を し

た広報紙において政務活動費の趣 旨に適合 しない記事や写真の掲載が され

ていることを認めることができるから,そ の割合等により按分 した部分は

違法であるとい うべきである。

И 相手方尾崎

「元気通信第 8号」 (甲 183)の うち,相手方尾崎の全身写真,プロ

フィール,政治信条を掲載 した部分は,議員自身を宣伝するものであ り,

「近年の政治の動向と小選挙区制の是非」 と題する記事は県政に直接関

係 しないものであって,いずれ も政務活動費の趣 旨に適合す るもの とい

うことはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当 した 11万

6550円 (甲 58)の うち 2分 の 1に 当たる 5万 8275円 は,違法な

支出であると認めるのが相当である。

(イ)相手方和田
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